
町田市地域ホッとプラン　取組の進捗状況について

（１）地域活動に関する情報発信

①多様な価値観、関心度に応じた地域活動に関する効果的な広報・プロモーション

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

1 1 市民協働推進課（P.57）
地域への関心や愛着を持ってもらうため、対象者に合わせた広報媒体を用い、訴求効果の高い情報を発
信していきます。また、地域活動に関する情報等、身近な地域情報を発信し、在住者向けのシティプロモー
ションを実施します。

〇

②地域情報発信の支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

2 1 市民協働推進課（P.57）
地域が主体的に課題や魅力等の地域情報を発信していくため、市や関係機関が有する広報媒体を活用す
る等よりよい発信に向けた支援を行います。

〇

3 2 児童青少年課（P.57）
子どもの意見が、地域課題や市の施策といった様々な場面に反映されるよう、子どもたちが意見を発信
できる場や機会の提供、その仕組みづくりを行います。また、庁内各課その他関係者に対して、子どもの
活動についての周知を行います。

〇

（２）コミュニケーションが生まれるきっかけづくり　

①デジタル活用の場

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

4 1 市民協働推進課（P.58）
地域活動の新たな担い手を増やすために、SNSやオンラインサロン等、既に形成されているオンラインコ
ミュニティに働きかけ、若い世代を中心に地域活動への関心を高められるような広報活動を実施します。

〇

②地域活動の場の活用

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

5 1 図書館（P.58）
鶴川図書館のコミュニティ機能を強化するため、地域の方々との対話を通して、地域に必要な図書館の機
能と地域が運営するコミュニティの機能を併せ持った市民協働型図書館づくりを推進します。

〇

6 2 住宅課（P.58）
空家や空家を除却した跡地を地域資源として利活用するため、公共公益的な活用を支援するマッチング
制度等を推進します。また、住宅所有者への利活用の啓発として、自宅の将来について考えてもらえるよ
うな冊子の配布やセミナーでの講義等の取組を進めます。

△

7 3 公園緑地課（P.58）
公園の清掃や除草等を行っている公益的活動団体について、若い世代等の新たな担い手創出のために、
学校・事業者へのアプローチをしていきます。

〇

8 4 市民協働推進課（P.58）
つながりたいと思ったときにつながることができるよう、地域の居場所となるコミュニティを創出しま
す。コミュニティの創出にあたっては、商店やオフィス等を地域の居場所として活用できるよう、企業等へ
の働きかけも行っていきます。

〇

9 5
町田市社会福祉協議会
（P.58）

サロンの立ち上げを検討している方向けに、「ふれあいサロン立ち上げ説明会」を定期的に開催します。ま
た、安定したサロン運営に向けて、地区担当職員による訪問やサロンスタッフからの相談対応を行うとと
もに、ホームページ、フェイスブック、広報誌等の情報発信やセンターのスタッフが地域に出向いて登録説
明をする等、周知活動を推進します。

〇

10 6
町田市社会福祉協議会
（P.58）

地域の誰もが利用者にも担い手にもなることができ、多世代が集まれる居場所づくりを目指します。その
ために担い手の発掘、立ち上げや運営の支援、活動者相互の情報交換の場づくりを行います。また、居場
所の周知や担い手発掘のため、居場所の見える化にも取り組んでいきます。

〇

11 7
町田市社会福祉協議会
（P.59）

企業や社会福祉法人の保有する空きスペースを、地域活動団体等の活動場所として利用できるよう、地
域にある資源の活用を図ります。

〇

基本目標Ⅰ　今を生きる自分に合ったつながりをつくる
基本施策１　地域への意識・関心が高まる

○：実施
△：未実施・
　　進捗遅れ
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基本目標Ⅰ　今を生きる自分に合ったつながりをつくる
基本施策２　「やりたいこと」と地域ニーズをマッチングする

（１）「やりたいこと」と地域ニーズをマッチング

①マッチングの促進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

12 1 市民協働推進課（P.61）

地域においてより多くのつながりを創出するために、市民協働フェスティバル「まちカフェ！」を軸にマッ
チング機会を創出します。その際は、地域活動についての知見を有する町田市地域活動サポートオフィス
による取組を推進していきます。また、個人の「できること」を町内会・自治会やNPO法人等のニーズと
マッチングする取組も実施します。

〇

②地域で活動する機会の充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

13 1 防災課（P.61）

発災時、及び平時において、地域住民を牽引指導できる正しい防災知識を持った地域防災リーダーを育
成するため、「（仮称）まちだ防災カレッジ」において、幅広い視点から受講者を募ります。「まなぶ」・「とり
くむ」の二つをテーマに、「災害から〇〇を守る（〇〇は任意）」ことを目的として、産官学連携で地域住民
相互の防災力向上を目指します。

〇

14 2 市民生活安全課（P.61）

地域の防犯意識を高めるため、市内の町内会・自治会等で、防犯活動に関して主導的役割を果たす方に
向けた防犯リーダー講習会を実施し、犯罪に関する最新の情報を周知していきます。また、より多くの方
に参加していただくために、実施する地域ごとの情報も盛り込みながら、開催場所や開催回数を工夫して
実施していきます。

〇

15 3 指導課（P.61）

子どもたちが安全な環境の中で安心して学校生活が送れるよう、学校・地域・家庭や関係機関との連携を
強化し、地域と一体になった地域協働による学校づくりを推進します。また、これまで以上に地域の人材
活用を広げ、学習支援等のボランティア活動を充実することで、教員の負担減、地域とともにある学校づ
くり、学校を核とした地域づくりを実現します。

〇

16 4
生涯学習センター
（P.61）

住み慣れた町で安心した生活を送るために、制度や現状を知る学びを提供し、年齢、職場や立場をこえた
参加者同士の交流の機会としていきます。また、福祉、環境、自然、郷土史等の様々な市民による実践を
知る中で、地域活動の担い手として取り組むような働きかけを行っていきます。

〇

17 5 環境政策課（P.62）
地域における家庭ごみの減量推進等に取り組むリーダーとして活動をしていただく「ごみ減量サポー
ター」の担い手を増やすため、広く周知活動を実施していきます。また、「ごみ減量サポーター」の活動支援
のために、ごみ減量に関する研修会、施設見学会の開催や、情報紙の発行等を行っていきます。

〇

18 6 環境政策課（P.62）
町内会・自治会の催しに市職員が参加して行う「資源とごみの出前講座」の開催数を増やし、ごみの減量
に地域が自主的に取り組めるようにするため、各地域の実情に応じたごみの課題を把握し、その課題に
合わせた講座メニューを仕掛けていきます。

〇

19 7
町田市社会福祉協議会
（P.62）

ボランティア登録者のより安定した確保のため、人材バンク化に取り組むとともに、多様なニーズに対応
するため、ボランティア活動のあり方やプログラムについて検討しオンラインを活用していくことで、ボラ
ンティア活動を希望する方々の活動機会を増やします。

〇

（２）地域活動の継続と新たな活動の創出に向けた支援

①地域活動の活性化に向けた支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

20 1 市民協働推進課（P.63）

町内会・自治会やNPO法人等の地域活動団体が活発に活動していくために、補助金交付等の財政面の支
援を行うとともに、相談体制の充実等、よりソフト面でのアプローチを進めます。また、他団体や事業者等
のマッチングの促進を図る取組も組み合わせ、個々の団体に対する総合的な支援を目指します。地域活
動についての知見を有する町田市地域活動サポートオフィスも活用し、取組を推進していきます。

〇

21 2 高齢者支援課（P.63）
高齢化の進展や多様な生活支援へのニーズに対応していくため、生活支援コーディネーターが中心とな
り、室内介護事業所やボランティア等と協働して、地域の担い手を創出していくとともに、多様な主体と
連携した地域の支え合い活動を充実させていきます。

〇

22 3 地区街づくり課（P.63）

多様化する地域の課題解決を図るため、「町田市住みよい街づくり条例」に基づき、地域資源を活かした
市民主体の街づくり活動（街を良くする活動）を支援します。あわせて、街づくり活動等からつくる地区の
まちの将来像「まちビジョン」により、地区の住民や活動団体等をつなぎ、新たな街づくり活動の創出へつ
なげていきます。

〇

23 4
町田市社会福祉協議会
（P.63）

地域福祉活動の活性化のため、その財源となる会費や共同募金等の確保につながるよう従来の受付方法
に加えオンライン寄付の仕組みづくりを進めていきます。いただいた会費や募金等がどのように地域福
祉活動に活用されているかを市民に周知するため、社協だよりやホームページ、フェイスブック等を活用
しながら情報発信を行います。

〇

24 5
町田市社会福祉協議会
（P.63）

ボランティア団体が情報収集を行うにあたっての利便性の向上や活動内容の幅を広げるため、無線公衆
LANの設置によりインターネット環境の整った社会福祉協議会の会議室を提供することで、団体活動の
活性化につながるよう支援します。また、歳末たすけあい運動で集められた募金を、ボランティア団体が
実施するボランティア活動に配分することで、団体の活動を財政面から支援します。

〇
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基本目標Ⅱ　つながりで地域の活力を生み出す
基本施策１　多様な主体のつながりが活性化する

（１）持続可能なプラットフォームの構築

①地域・企業・行政による課題解決の仕組みの構築

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

25 1 市民協働推進課（P.66）
従来の枠組みに捉われず、新しいアイデアや手法で解決策を検討できるようにするため、地域・企業・行政
等の多様な主体を交え寄り合い－The YORIAI－を開催します。セッションを通して、自分ゴトとして一
緒に地域課題に取り組む仲間を増やし、活動の輪を広げていきます。

〇

（２）多様な主体がつながるネットワークの充実

①地区協議会等の運営支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

26 1 市民協働推進課（P.67）

地区協議会が、地区の課題解決に取り組むネットワーク組織として、今後も地区の中核を担っていけるよ
う、地域おうえんコーディネーターを中心に支援を進めていきます。また、地域が主体となって、目指すべ
き地域の未来を共有し、実現するための活動指針である「わたしの地区の未来ビジョン」の作成について
の支援も実施していきます。

〇

②地区別の懇談機会の充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

27 1

市民協働推進課
福祉総務課
町田市社会福祉協議会
（P.67）

地区協議会を中心として、「わたしの地区の未来ビジョン」を実現するため、具体的な取組事項について話
し合う地区別懇談会を開催します。開催にあたっては、広く意見を求められるよう、幅広い世代の多くの
方に参加いただけるような仕組みを構築します。

〇

28 2
町田市社会福祉協議会
（P.67）

地区別懇談会での話し合いをとおして見えてきた地区の中の小地域の課題を、我がごとと捉え解決に向
けて意識できるよう小地域座談会を開催し、顔の見えるつながりづくりの場を提供します。また、地域活
動を行う団体や住民とのつながりをつくり、ネットワークづくりを支援します。

〇
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基本目標Ⅱ　つながりで地域の活力を生み出す
基本施策２　地域でイノベーションを起こす

（１）新たなプラットフォームから生まれた取組の推進

①地域・企業・行政による課題解決プロジェクトの推進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

29 1 市民協働推進課（P.69）
従来の枠組みに捉われず、新しいアイデアや手法で解決策を検討できるようにするため、地域・企業・行政
等の多様な主体を交え寄り合い－The YORIAI－を開催します。そこで検討されたプロジェクトが実行
され課題解決につながるよう支援します。

〇

（２）地域課題の解決や魅力向上に向けた取組の推進

①地区協議会等の活動支援の充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

30 1 市民協働推進課（P.70）
地区協議会が、地区の課題解決に取り組むネットワーク組織として、今後も地区の中核を担っていけるよ
う、各地区協議会の活動について支援していきます。

〇

31 2
町田市社会福祉協議会
（P.70）

市内４ヵ所の地区社会福祉協議会の運営支援を行い、地区ごとの福祉ネットワークづくり事業と連動し、
小地域活動を行う住民からの相談受付等の支援を行います。

〇

②「わたしの地区の未来ビジョン」実現の支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

32 1
市民協働推進課
福祉総務課
（P.70）

地域が地域の課題を解決できるよう作成する「わたしの地区の未来ビジョン」の実現に向け、活動を行う
地域活動団体等に対し、支援を行います。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策１　支援の輪につながる、つなげる

（１）当事者や家族等の気づきと周囲の人の理解の促進

①福祉課題の理解の促進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

33 1
男女平等推進センター
（P.72）

男女平等、性の多様性に関する理解促進を図るため、市民、及び市職員に向け、男女平等参画に関する情
報発信やLGBT研修等の意識啓発を実施します。

〇

34 2 文化振興課（P.72）
外国の文化や外国人市民に対する理解が進むよう、町田国際交流センターとともに、講演会や小・中学校
における国際理解教育等を実施します。

〇

35 3 福祉総務課（P.72）
基本的人権について理解を深め、豊かな人権感覚を身につけられるよう、人権パネル展等のイベント等を
通して、人権尊重思想の普及・啓発を図ります。

〇

36 4 福祉総務課（P.72）
施設整備のバリアフリー（ハード）と、心のバリアフリー（ソフト）の一体的な取組を推進します。また、心の
バリアフリーのさらなる普及のため、新たな啓発方法等を検討し、認知度の向上を図ります。

〇

37 5 障がい福祉課（P.72）
障がいがある人への理解促進と差別解消の推進を目的として、障がい者への合理的配慮の推進や不当な
差別的取扱いの解消を図ります。

〇

38 6 指導課（P.72）

子どもの頃から福祉課題の理解を促進するため、市内小・中学生を対象とした人権教育を推進します。人
権教育を広めていくにあたっては、東京都人権尊重教育推進校を指定し、研究発表を実施します。また、
市内外の研究発表等の内容についてまとめたリーフレットを作成・配布することにより、教員一人ひとり
の人権教育に対する意識を啓発し、子どもの指導に活かしていきます。

〇

39 7 保健予防課（P.72）
8050問題等の多様化するひきこもりに関して、当事者や家族が問題を抱え込まずに、適切な時期に相
談ができるよう、幅広く市民に周知を図ります。

〇

40 8
子ども家庭支援課
指導課
（P.73）

教育機関や町田市子育て支援ネットワーク連絡会を通して、ヤングケアラーの啓発を進め、地域での子ど
もの見守り意識を高めます。

〇

41 9

広聴課
福祉総務課
高齢者支援課
住宅課
（P.73）

終活に関して、成年後見制度や住まいの終活等の啓発に取り組みます。また、相続・遺言書、墓じまいの方
法等、行政書士等の専門家による無料相談を行うほか、高齢者支援センターに相談があった際には、内容
に応じた案内を行います。

〇

42 10
町田市社会福祉協議会
（P.73）

より多くの子どもたちが、思いやりの心やともに生きる力を育む機会をつくるため、福祉体験学習の手引
きを活用しながら市内の小・中学校、及び高校へ周知を行うことで、福祉体験学習の実施校を増やしま
す。

〇

43 11 高齢者支援課（P.73）
認知症の人やその家族が安心して暮らすことができるよう、「認知症とともに生きるまち」を目指し、居場
所づくりや認知症への正しい理解を目的とした普及啓発を行います。

〇

44 12
町田市社会福祉協議会
（P.73）

福祉課題の理解を促進するため、地域が抱えている課題や、解決に向けた地域の活動を収集し、広く市民
や事業者等に周知を図ります。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策１　支援の輪につながる、つなげる

②福祉サービスに関する情報提供

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

45 1 福祉総務課（P.73）
情報のユニバーサルデザインの実現に向けて、高齢者、障がい者をはじめとするすべての人が、簡単かつ
効率的に情報を得られるよう、発信方法等を周知・啓発します。

〇

46 2 障がい福祉課（P.73）
聴覚障がいがある人が手話通訳を必要とする場合には、各事業者に手話通訳者の設置を要請していま
す。これまで要請の対象としていた警察や裁判所、学校、病院等の人権や生命に関わる機関に加え、金融
機関や商業施設等にも範囲を広げます。

△

47 3 いきいき総務課（P.73）

市のサービスや制度、相談窓口等をまとめた冊子「高齢者のための暮らしのてびき」について、冊子の記
事に二次元バーコードを掲載し、市のウェブサイトにアクセスできるようにします。これにより、サービスの
詳細な内容や最新の情報を知ることができたり、申請書等をダウンロードできるようにする等、市民の利
便性の向上を図ります。

〇

48 4 健康推進課（P.73）
市民の健康づくりや公衆衛生に関する意識の向上に寄与するため、「みんなの健康だより」の発行や、総
合健康づくり月間の開催等の普及啓発を行います。また、熱中症予防、薬物乱用防止、がん予防等の普及
啓発を地域活動団体と協働して実施します。

〇

49 5 子ども総務課（P.74）
より多くの子育て世代に、子ども・子育てに関する情報に特化した「まちだ子育てサイト」へアクセスしてい
ただくため、メールやLINEに加え、Twitterでの情報配信・周知を行います。

〇

（２）地域における見守り・支え合い活動の充実

①多様な人材の地域福祉活動への参加促進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

50 1 福祉総務課（P.74）
地域福祉の担い手である民生委員・児童委員の充足率を向上するため、現役委員により長く活躍いただ
けるよう、活動しやすい環境を整備するとともに、より多くの人材を登用できるよう、民生委員・児童委員
制度等の効果的な周知に努めます。

〇

51 2 子育て推進課（P.74）
地域全体で子どもの育ちを見守る体制を整えるため、民生委員・児童委員、高齢者、子育てひろば利用者
OG等、地域の人材を発掘し、活躍してもらえる場のコーディネートを行います。

〇

52 3 高齢者支援課（P.74）
地域での介護予防活動を広げるため、住民ボランティアである「介護予防サポーター」を養成します。養成
にあたっては、介護予防や地域活動に関する講座を開催し、講座修了後は、サポーター間の情報交換会の
開催等により、活動の充実化を図ります。

〇

53 4
町田市社会福祉協議会
（P.74）

ボランティア活動の裾野を広げるために、ボランティア入門講座やボランティア活動をするうえでのスキ
ルやノウハウを身に付けるための講座を開催します。

〇

54 5
町田市社会福祉協議会
（P.74）

地域のつながりやさりげない見守りから、困りごとを抱える人や家族を把握し、関係機関につなぐ役割を
担う、市民の登録制度（仮称「ふくしあさん」）を設けます。

〇

②地域における見守り・支え合い活動の推進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

55 1 高齢者支援課（P.75）

高齢者が認知症等の症状により行方不明となった場合に、防災行政無線による呼びかけや市民へのメー
ル配信、捜索協力協定を締結している事業者への連絡を行い、早期発見につなげます。また、行方不明と
なる恐れのある高齢者の家族等にGPS機器を貸与することで、行方不明高齢者の安全を確保するととも
に、家族等の負担の軽減を図ります。

〇

56 2 高齢者支援課（P.75）

地域とつながり、いきいきと暮らし続けられるよう、身近な場所で介護予防に取り組める環境づくりを進
めます。介護予防・健康づくりのための通いの場の充実や、社会活動等への参加を推進するため、「町ト
レ」等の活動を自主的に行うグループを支援します。また、地域でのボランティア活動にポイントを交付し
還元を行う「いきいきポイント制度」等を実施します。

〇

57 3 高齢者支援課（P.75）

高齢者の孤立を防ぎ、地域の中で安心して暮らすことができるよう、地域で活動する様々な団体や個人、
事業者に対して、見守りの普及啓発や見守り活動を実施する際の支援を行います。また、一人暮らし高齢
者等への戸別訪問を通じて、地域の高齢者の状況を把握し、支援が必要な高齢者については適切なサー
ビスの調整等を行います。

〇

58 4 高齢者支援課（P.75）
地域の支え合いによる日常生活支援を推進するため、住民が主体となって立ち上げる団体である「まち
だ互近助クラブ」や「生活支援団体」に対し、研修の実施や情報共有の場の提供等を行います。

〇

59 5 保健予防課（P.75）
市民の自発的な健康づくり活動の推進と地域づくりを目指すため、町内会・自治会の推薦による「健康づ
くり推進員」の活動を支援します。健康づくり推進員に向けて、若い世代が参加しやすいイベントに関する
情報を提供することで、若い世代向けのイベント企画・参加促進を図ります。

〇

60 6 保健予防課（P.75）
地域活動団体と連携し、健康寿命の延伸を阻む食や健康の問題に対して、市民が自主的に健康づくりに
取り組めるように、地域ぐるみで推進を行います。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策１　支援の輪につながる、つなげる

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

61 7 子育て推進課（P.75）
地域の中で子育てに関する相互援助ができるよう、子どもの預かり等の援助を受けることを希望する人
と、援助を行うことを希望する人との連絡・調整を行います。また、その会員登録をできる場所について、
事業者と連携し、様々なイベント時等に登録できるよう検討を行います。

〇

62 8 保育・幼稚園課（P.76）
保育所等の入所児童が地域と交流する活動を支援し、入所児童の社会性の向上を図ります。また、地域住
民や地域活動団体との交流を通し、保育所、及び入所児童が地域とつながり、大切にされることにより、
地域で子育てを支え合う環境をつくります。

〇

63 9 児童青少年課（P.76）
児童が無料で安心して遊ぶことができるよう、放課後の校庭や空き教室を活用し、保護者や地域の方々
をはじめとしたボランティアが、地域ぐるみで子どもの見守りを行う放課後子ども教室「まちとも」を実施
します。

〇

64 10 児童青少年課（P.76）
子どもたちが「自分の責任で自由に遊ぶ」ことで、冒険・挑戦・体験を全身で体感できるよう、公園の一部
を利用し、常駐するプレーリーダーが子どもの「やってみたい！」を後押しする冒険遊び場を実施します。

〇

（３）当事者や家族等が相談しやすい体制づくり

①身近な場所での相談体制の充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

65 1 福祉総務課（P.76）
複数の困りごとを抱える人が、身近な相談支援機関で属性・世代・内容にかかわらずまとめて相談できる
体制を構築するため、相談を受けた機関が関係する機関に早期に情報共有を図る仕組みを導入します。
これにあたっては、電子的な仕組みを含めて検討を行います。

〇

66 2 福祉総務課（P.77）
地域の身近な相談相手として、福祉に関する様々な相談に応じ、関係機関へつなぐ「パイプ役」として活躍
する民生委員・児童委員の活動を支援します。また、複雑化・複合化する地域の課題に対応するため、市民
や地域活動団体と連携した支援を検討します。

〇

67 3 障がい福祉課（P.77）
障がい者の生活に関する切れ目のない支援のため、市内５地域の障がい者支援センターと、民間の相談
支援事業所の支援力のさらなる向上に取り組み、相談支援体制の強化を図ります。

〇

68 4 高齢者支援課（P.77）

地域住民や関係機関の身近な相談窓口として地域に密着した業務を行うため、「高齢者支援センター」と
その出先窓口の「あんしん相談室」の運営を行います。また、市全体の在宅医療・介護連携の推進に向け
て、高齢者支援センターの後方支援や、医療職・介護職からの相談対応等を行うため、「医療と介護の連携
支援センター」の運営を行います。これらのセンター、及び相談室の設置については、高齢者人口の増加に
応じて体制の強化を行います。

〇

69 5 介護保険課（P.77）
介護サービス利用者の疑問や不安の解消を図るため、相談員が介護保険施設等を訪問し、直接利用者の
声を聴きます。また、施設担当者と情報共有を行うことで介護保険サービスの質の向上を目指します。

〇

70 6 保健予防課（P.77）
神経難病療養患者と家族の方が感じる、療養上の問題や介護の不安を軽減するため、保健師が家庭訪問
や電話、面接により、相談を受け付けます。また、在宅での医療が必要な市民、及びその家族が、安心して
医療を受けるため、在宅医療の情報収集と紹介を行います。

〇

71 7 子育て推進課（P.77）
子どもセンターに、地域子育て相談センターを併設させ、子ども・子育て支援法に基づく「地域子育て支援
拠点事業」の機能も持つことで、乳幼児親子の居場所機能や相談機能をより一層充実させます。また、地
域子育て相談センターの相談対象を18歳までに拡充し、切れ目のない子育て支援を行います。

〇

72 8 子育て推進課（P.77）
親子の孤立を防ぎ、子育てしやすいまちの実現に寄与するため、子育て中の親子の身近な保育園「マイ保
育園」が、いつでも気軽に子育て等に関する相談の場、交流の場の提供等を行います。

〇

73 9 保健予防課（P.77）
ひきこもりに関する相談に対応するため、保健師等が電話や面接、訪問により相談を受け付けます。複数
の課題が背景にあり、その支援は多岐にわたるため、相談にあたっては各関係機関と連携を図ります。

〇

②地域のつながりを通じた潜在的な相談者の把握

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

74 1 福祉総務課（P.78）
支援を必要としながらも声をあげられない人や、自らが抱える問題を認識していない人等の潜在的な相
談者を、必要な支援につなげることができるよう、市民や相談支援機関から地域の情報を収集し、適切な
機関につなぐ地域福祉コーディネーターを導入します。

〇

75 2 障がい福祉課（P.78）
課題を抱えていながら相談場所やサービスの利用方法が分からず、自ら支援を求められない孤立した状
況に置かれた障がい者・家族の実態を把握し、地域で安心して暮らせるよう必要な相談支援を行い、様々
な関係機関と連携した体制づくりを進めます。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策１　支援の輪につながる、つなげる

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

76 3 高齢者支援課（P.78）
地域の高齢者の状況を把握し、支援が必要な高齢者を適切なサービスにつなげられるよう、地域のネット
ワークを活用した見守りや一人暮らし高齢者等への戸別訪問を行います。

〇

77 4 保健予防課（P.78）
妊娠届出をしたすべての妊婦の方を対象に、相談窓口を周知するとともに、支援が必要な方を早期に把
握するため、保健師等の専門職による面接を実施します。また、面接により把握した内容をもとに、すべ
ての方が安心して出産を迎え、楽しく子育てができるよう、関係機関と連携しながら支援を行います。

〇

78 5 保健予防課（P.78）
支援が必要な家庭を把握し、虐待予防や早期介入、早期支援につなげることができるよう、保健師等が生
後４ヵ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、養育環境等の把握や、子育て支援に関する情報提供
を行います。

〇

79 6 子育て推進課（P.78）
これまで支援を必要としながらも相談機関につながっていなかった家庭への支援の充実を図るため、家
庭訪問を実施し、子育てに関する相談や情報の提供等を行います。

〇

80 7
子ども家庭支援課
町田市社会福祉協議会
（P.78）

手作りのお弁当を配達することで、家事負担を軽減し、親子のコミュニケーションが増えるよう支援しま
す。実施にあたっては、地域のボランティアの協力を得て、お弁当を配達することで、利用される家族の困
りごとを把握し支援につなげます。また、経済的に困難を抱えたひとり親家庭等に利用していただけるよ
う、当事業の普及啓発を行い、利用者数を拡充していきます。

〇

81 8 住宅課（P.78）
空家の増加を抑えるため、空家予備軍＊への啓発活動の推進に取り組みます。市が把握しきれていない
空家予備軍への地域のつながりを通じたアプローチ方法や自宅の終活、活用方法等の相談支援体制づく
りを進めます。

〇

82 9
町田市社会福祉協議会
（P.78）

地域のつながりを通じた潜在的な相談者の把握と、地域で解決する仕組みづくりのため、社会福祉法人
の連携を推進します。

〇

83 10
町田市社会福祉協議会
（P.79）

【再掲Ⅲ-1-(2)-①】地域のつながりやさりげない見守りから、困りごとを抱える人や家族を把握し、関係
機関につなぐ役割を担う、市民の登録制度（仮称「ふくしあさん」）を設けます。

〇

③多機関の協働による相談支援体制の構築

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

84 1 福祉総務課（P.79）
各相談支援機関で受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した課題の整理や各機関の役割分担の調整を
行うため、必要に応じて関係者・関係機関を参集した会議を開催し、支援プランの作成・モニタリング等を
行います。これらの仕組みの構築にあたっては、電子的な仕組みを含めて検討を行います。

〇

85 2 障がい福祉課（P.79）
精神障がいがある人が安心して地域で生活できるよう、保健・医療・福祉関係者が定期的に連携できる
ネットワーク会議を設置します。会議においては、長期入院者が地域で安心して生活できるような基盤整
備に向けた協議を、計画的に実施していきます。

〇

86 3 高齢者支援課（P.79）

高齢者の個別の課題や地域に共通した課題の解決に有効なものとなるよう、「地域ケア会議」を開催しま
す。開催にあたっては、医療と介護の連携支援センターや社会福祉協議会等の関係機関と会議内容を共
有・確認することで、会議の有効性を高めます。また、その結果を地域に活かすため、参加者に対しアン
ケートを実施する等、会議内容を評価します。

〇

87 4
子ども家庭支援課
（P.79）

虐待等のおそれのある児童とその家族等への適切な保護や支援を図ることと、子どもの貧困対策事業の
推進を目的とした、町田市子育て支援ネットワーク連絡会を開催します。行政機関、教育機関、医療機関、
及び社会福祉施設等が連携し、対象者を適切な支援につなげます。

〇

88 5 保健予防課（P.79）
ひきこもり支援を行う複数の関係機関が、互いに連携して支援できるよう、ひきこもりネットワーク会議
を開催します。開催にあたっては、就労や教育、福祉、保健・医療等の分野において、情報共有を図り顔の
見える関係づくりを醸成します。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策２　支援が必要な人に寄り添い、支える

（１）社会とのつながりに向けた支援

①ひきこもりの状態にある方への支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

89 1 保健予防課（Ｐ.82）
ひきこもった背景には様々な理由があり、何らかの生きづらさを抱えることも多いため、相談対応では保
健師等が定期的に面接や訪問を行います。実施にあたっては、当事者に寄り添いながら、必要に応じて他
者との交流や、外出、社会参加、就労等、関係機関と連携を図り適切な支援につないでいきます。

〇

90 2 生活援護課（Ｐ.82）
生活困窮者や生活保護受給者、将来的に困窮となる恐れのある方の就労・自立を目的として、これまでサ
ポートの行き届かなかったひきこもり等の方に対し、日常生活や社会生活に関する段階を設けた支援を
行います。

〇

91 3 教育センター（Ｐ.82）
不登校の生徒への学習支援の充実を図るため、民間のノウハウを取り入れた小集団指導を行います。今
後実績を見ながら、指導教科や指導時間を拡大するよう検討します。

〇

②就労に向けた支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

92 1 生活援護課（Ｐ.83）
生活保護受給者を対象に、「生活保護受給者等就労自立促進プログラム」を適用し、就労サポートまちだ
（ハローワーク町田）＊と連携を密に就労支援を行います。

〇

93 2 生活援護課（Ｐ.83）
【再掲Ⅲ-2-(1)-①】生活困窮者や生活保護受給者、将来的に困窮となる恐れのある方の就労・自立を目
的として、これまでサポートの行き届かなかったひきこもり等の方に対し、日常生活や社会生活に関する
段階を設けた支援を行います。

〇

94 3 障がい福祉課（Ｐ.83）
障がい者の就労支援において、障がい者就労・生活支援センター等の相談支援機関と、市内５地域の障が
い者支援センターやハローワーク、障がい福祉サービス事業所等との連携を強化するため、各機関の活動
状況を共有するためのあり方や切れ目のない支援につなげる方法の検討等を行います。

〇

95 4
いきいき総務課
（Ｐ.83）

町田市シルバー人材センターと共催するイベントを通じ、当センターの活動を周知することで、高齢者の
就労機会の提供につなげます。

〇

96 5
生涯学習センター
（Ｐ.83）

障がいがある人の“生きる力・働く力の獲得”を目的とし、自治・生活づくり・文化の創造、３つの柱を軸に
活動を行います。この活動を通して、障がいがある人と支援者がともに学ぶ場となるよう、学び合いの場
づくりに取り組みます。

〇

③地域の多様な主体と連携した参加支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

97 1 福祉総務課（Ｐ.83）
既存のサービスでは解決が困難な複雑化・複合化した課題に対応するため、地域における新たな社会資
源の開拓や、既存の資源の拡充を図り、本人や家族のニーズや状況に応じた支援メニューをつくる地域福
祉コーディネーターを導入します。

〇

98 2 高齢者支援課（Ｐ.83）
【再掲Ⅰ-2-(2)-①】高齢化の進展や多様な生活支援へのニーズに対応していくため、生活支援コーディ
ネーターが中心となり、市内介護事業所やボランティア等と協働して、地域の担い手を創出していくとと
もに、多様な主体と連携した地域の支え合い活動を充実させていきます。

〇

（２）生活困窮者等への支援

①生活困窮者への支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

99 1 生活援護課（Ｐ.84）
生活困窮者の安定した生活の維持ができるよう、仕事や生活に困っている方を対象に、一人ひとりの状
況に合わせたプランを作成し、解決に向けた支援を行う自立相談支援を実施します。また、家計管理が苦
手な方を対象に、家計上の課題の発見や改善に結びつけるための家計相談支援を実施します。

〇

100 2
町田市社会福祉協議会
（Ｐ.84）

市民や企業、地域活動団体から食品の寄附を募り、社会状況や災害によって食事に困難を抱えた人や、子
ども食堂、無料学習塾等に食品の提供を行います。また、地域公益活動推進協議会が、余っている食べ物
を必要としている場所へつなぐフードドライブを実施します。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策２　支援が必要な人に寄り添い、支える

②子ども・子育て家庭への支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

101 1 生活援護課（Ｐ.84）
生活保護受給世帯・児童扶養手当全額受給世帯の小学４年生～中学３年生を対象とし、集合型の学習支
援や生活支援等を実施します。

〇

102 2
子ども家庭支援課
（Ｐ.84）

ひとり親家庭の就労を支援するため、一人ひとりのニーズに応じた就労支援のために個別計画書の作成
や、就労を目的とした講座や訓練を受講するための支援を行います。また、就労・技能習得等の理由によ
り一時的に生活援助や子育て支援が必要な場合等に、ヘルパーを派遣します。

〇

103 3
子ども家庭支援課
（Ｐ.85）

ひとり親家庭の子どもを対象に、基礎学力の定着や、学習習慣・生活習慣の改善を図るため、集合型の少
人数学習、及びタブレット端末を活用したリモート学習を行う「まこちゃん教室」を実施します。

〇

104 4

福祉総務課
障がい福祉課
高齢者支援課
保健予防課
子育て推進課
子ども家庭支援課
指導課
（Ｐ.85）

ヤングケアラーは、子どもの心身の発達に影響が大きいことが懸念されるため、その疑いがある場合は、
教育、福祉、保健部門、民生委員・児童委員等の地域資源と連携し、適切な支援を行います。

〇

（３）住宅確保要配慮者への支援

①住宅確保要配慮者への居住支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

105 1 住宅課（Ｐ.85）

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、居住支援協議会の構成員である不
動産関係団体や居住支援法人、行政の福祉部門等との連携を強化し、既存住宅を活用した住宅セーフ
ティネットの充実等の住宅の確保と生活支援の充実を図ります。また、相談窓口での事例をもとに、協議
会の中で支援内容の評価、検討を行い、相談者のニーズに合った支援を行います。

〇

（４）自殺対策の推進

①自殺防止に向けた取組の推進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

106 1 健康推進課（Ｐ.86）

悩みを抱える人が、適切な相談を受けられる又は適切な機関につながることができるよう、総合相談会
やメールによる相談事業を実施します。また、地域における自殺対策の取組の推進のため、地域活動団体
等を対象に、身近な人の自殺のサインに気づき、必要に応じて専門の相談支援機関につなぐ役割が期待
されるゲートキーパー養成講座を開催します。加えて、自殺対策に関する普及啓発を、関連団体や民間事
業者等と協働して実施します。

〇

（５）暴力・虐待の防止

①DV防止の推進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

107 1
男女平等推進センター
（Ｐ.87）

DV被害の増加や多様化に対応するため、相談窓口の広報を強化し、より一層の周知を図るとともに、オ
ンラインやSNS等を活用した啓発や情報発信を検討します。また、女性悩みごと相談では、DV被害者の
悩みや問題に寄り添い、必要に応じて他機関へつなぐ等、問題解決に向けたサポートを行います。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策２　支援が必要な人に寄り添い、支える

②虐待防止の推進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

108 1
障がい福祉課
高齢者支援課
（Ｐ.87）

高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会にて情報共有や事例検討等を行うことで、虐待に関するネットワー
クを構築します。また、民生委員・児童委員、医療機関や福祉事業者等との連携を図り、虐待の防止・早期
発見・対応を行います。また、パンフレットの配布等により、虐待防止の啓発を行います。

〇

109 2
子ども家庭支援課
（Ｐ.87）

町田市子育て支援ネットワーク連絡会を活用し、定期的に情報交換をすることにより、虐待を受けている
子ども等の支援が必要な子どもとその家族の早期発見や、適切な支援を図ります。また、連絡会構成員の
虐待に関する能力向上のため、実践的内容の研修を行い、子どもを見守る体制を強化します。

〇

（６）権利擁護の推進（成年後見制度利用促進基本計画）

①権利擁護支援の充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

110 1 福祉総務課（Ｐ.88）

判断能力が不十分な人等を支援するため、制度に関する相談対応や福祉サービスの利用援助、日常的な
金銭管理等を実施します。また、福祉サービスに関する苦情や相談等について専門的見地から対応する
委員会を運営します。更に、地域において福祉サービスを安心して選択できるよう、市民に資料等を配
布・周知し啓発を図るとともに、市内事業所を対象に研修を実施し、福祉サービスの質の向上に寄与しま
す。

〇

111 2 福祉総務課（Ｐ.88）

成年後見制度の利用を含む権利擁護支援が必要な人を適切な支援につなげるため、広報、相談、成年後
見制度利用促進、後見人支援の４つの機能を備えた権利擁護支援の地域連携ネットワークを、地域、企業
等に協力を要請しながら構築し、協議会を立ち上げます。また、これらの機能を高めるため、中核機関を
運営します。

〇

112 3 福祉総務課（Ｐ.88）

広報機能、相談機能を強化し、早い段階から制度利用を必要としている人を把握するため、地域連携ネッ
トワークによる広報・啓発、相談体制の輪を拡充していきます。拡充にあたっては、制度に関するパンフ
レットの配布先を拡大するとともに、関係機関と連携した啓発や相談対応を行います。また、相談者にア
ンケートを実施し、よりよい相談のあり方を検討します。

〇

113 4 福祉総務課（Ｐ.89）

成年後見制度利用促進機能を強化し、本人にふさわしい成年後見制度の利用に向け、支援の方向性や、
制度の必要性、適切な候補者などを専門的な見地から検討するため、外部の専門職等を委員に含め、権
利擁護支援検討委員会を開催します。申立支援にあたっては、後見人候補者となる専門職団体が適当で
あるか、後見人候補者推薦団体と協議を行います。

〇

114 5 福祉総務課（Ｐ.89）
後見人支援機能を強化し、本人の判断能力等の状況の変化に応じた後見開始後の柔軟な対応の検討や、
モニタリングの実施等、本人を支援する関係者をバックアップするため、権利擁護支援検討委員会を開催
します。また、親族後見人に対して、受任後の支援内容について記載した資料を配布し、周知します。

〇

②市民後見人の育成

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

115 1 福祉総務課（Ｐ.89）

認知症高齢者等の増加に対応するため、地域の担い手を増やす取組として、市民後見人の育成を推進し
ます。育成にあたっては、市民後見人要件の緩和や、研修内容を充実するとともに、受任後の継続的支援
体制を整備します。また、市民後見人育成研修に参加した受講生を、成年後見サポーターとして登録し、
地域での制度の啓発等、活動する場を増やします。

〇

116 2 福祉総務課（Ｐ.89）
市民後見人の精神的負担を軽減し、活動しやすい環境を作るため、複数人で受任する法人後見サポー
ターの経験後に市民後見人として受任する等、市民後見人の受任のあり方について検討します。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策２　支援が必要な人に寄り添い、支える

（７）再犯防止に向けた取組の推進（再犯防止推進計画）

①再犯防止に向けた支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

117 1

生活援護課
障がい福祉課
住宅課
（Ｐ.90）

支援が行き届きにくい方々へ就労・自立に向けた支援を実施するため、様々な機関と連携を取りながら、
相談者の実情に沿った、柔軟な対応を推進します。また、住宅確保要配慮者に寄り添い、居住支援に係る
様々な団体や機関との連携を強化します。

〇

118 2

市民協働推進課
障がい福祉課
高齢者支援課
保健予防課
子ども家庭支援課
（Ｐ.90）

必要に応じて適切な医療や保健、福祉サービス等を利用できるようにするため、多分野の関係機関が協
力して対応し、課題解決を支援するとともに、切れ目のない支援を行い孤立化を防ぎます。

〇

119 3
指導課
教育センター
（Ｐ.90）

学校等と連携し、道徳的価値観の醸成につながる指導を行う等、適切な支援を行います。 〇

120 4 福祉総務課（Ｐ.90）
更生保護について普及啓発を推進するとともに、更生保護活動を推進している保護司会等の活動を支援
します。

〇

121 5 福祉総務課（Ｐ.90）
犯罪や非行を防止し、罪を犯した人たちの立ち直りについて理解を深め、各団体がそれぞれの立場で力
を合わせて犯罪や非行のない地域社会を築いていくため、社会を明るくする運動を推進します。

〇

122 6 市民生活安全課（Ｐ.90）
安心して暮らせる地域社会の形成に向け、市、市民、事業者、警察その他関係機関等が連携して、協働パト
ロール等を実施する等、犯罪が起きにくい環境づくりを推進します。

〇

（８）災害時に備えた支援体制の構築

①防災、避難施設等の情報提供

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

123 1 防災課（Ｐ.91）

災害に対する備えを広め、「自助」「共助」を実践できる人材を育成するため、消防署や消防団と連携し、総
合防災訓練・総合水防訓練を開催するとともに、「（仮称）まちだ防災カレッジ」の受講者や地域の防災リー
ダーに対して、地域における防災講座、訓練等の情報の周知・共有を行います。また、民間事業者や商業
施設とも連携し、「自助」「共助」に関する認知度を一層高めていきます。

〇

124 2 防災課（Ｐ.91）
居住する地域の災害リスクや取るべき行動、適切な避難先を判断できるよう、防災マップ、洪水ハザード
マップ、及び土砂災害ハザードマップをより分かりやすく作成し、広報や市ホームページ等の各種媒体を
活用してより一層の周知を図っていきます。

〇

②災害時に備えた避難体制・医療救護体制の整備

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

125 1

防災課
福祉総務課
指導監査課
障がい福祉課
いきいき総務課
高齢者支援課
介護保険課
保健予防課
（Ｐ.91）

平常時から関係機関等と避難行動要支援者名簿を共有することで、災害時の避難行動要支援者の重層的
な支援体制の構築に取り組みます。

〇

126 2

防災課
福祉総務課
障がい福祉課
いきいき総務課
こども発達支援課
保健予防課
（Ｐ.92）

災害時における避難行動要支援者の避難支援等の実効性を高めるため、個別避難計画の作成に向けた
取組を検討します。

〇

127 3 保健総務課（Ｐ.92）
災害時の迅速かつ的確な医療救護体制の確保を目的として、災害時マニュアルの作成や、訓練の実施等
により、市医師会、歯科医師会等との連携を強化します。

〇

128 4

防災課
障がい福祉課
いきいき総務課
（Ｐ.92）

通常の避難施設では避難生活が困難な要配慮者のための避難施設として、施設がバリアフリー化されて
いる等、要配慮者の利用に適している社会福祉施設等と協定を結び、二次避難施設の確保に努めます。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策２　支援が必要な人に寄り添い、支える

③災害ボランティアセンターの充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

129 1

防災課
市民協働推進課
町田市社会福祉協議会
（Ｐ.92）

災害時に備えた連携のあり方を検証するため、防災に関する研修や災害ボランティアセンターの運営に必
要な訓練等を、青年会議所や登録ボランティアと連携して実施します。また、過去の災害の状況を鑑み、
災害ボランティアセンターのサテライト設置について検討を行います。

〇

（９）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

①施設等のバリアフリー、ユニバーサルデザインの整備

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

130 1 福祉総務課（Ｐ.93）
高齢者、障がい者をはじめとするすべての人が安心して暮らし続けることができるよう、ユニバーサルデ
ザインの施設整備を推進します。

〇

131 2 交通事業推進課（Ｐ.93）
新たなまちづくり等の地域の変化に対応するため、駅を中心とした地区や高齢者、障がい者等が利用す
る施設が集まった地区のバリアフリー化を推進する「バリアフリー基本構想」の見直しを行います。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策３　支援の質を確保する

（１）福祉サービスの質の向上

①福祉サービス第三者評価の受審促進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

132 1

指導監査課
障がい福祉課
介護保険課
保育幼稚園課
子育て推進課
子ども発達支援課
（Ｐ.95）

福祉サービス事業所に対し、「東京都福祉サービス評価推進機構認証評価機関」による第三者評価の受審
費用を助成し、サービスの質の向上を図ります。また、福祉サービス事業所に対して福祉サービス第三者
評価制度の周知や受審勧奨を行うとともに、受審結果の公表を促すことで、町田市における福祉サービ
スの質の向上につなげます。

〇

②福祉サービス事業者等への適正な運営支援

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

133 1 指導監査課（Ｐ.95）
社会福祉、障がい福祉、児童福祉、介護保険の各制度に基づき、社会福祉法人、及び福祉サービス事業者
に対して適正な運営ができるよう指導・助言を行います。

〇

134 2 介護保険課（Ｐ.95）
地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム等）の適正な運営を確保するため、地域における保
健・医療・福祉関係者等で構成する地域密着型サービス運営委員会を運営し、意見交換を行います。

〇

135 3 介護保険課（Ｐ.95）
施設入所者の要介護度を改善するため、要介護度が改善された特別養護老人ホームに対し、奨励金を交
付します。また、その効果検証・制度活用促進のため、対象施設に対するアンケートや、前年度に申請がな
かった施設を中心とする周知・協力依頼を行います。

〇

136 4 保育・幼稚園課（Ｐ.95）

子育て家庭等から保育サービスに関する相談、及び情報提供を行うため、保育コンシェルジュ＊を導入し
ています。今後さらなる保育の質の確保・向上を図るため、新たに保育コンシェルジュが定期的に市内の
教育・保育施設を訪問し助言等を行うとともに、施設職員からの現場での悩みに関する相談を受け付け
ます。

〇

③福祉サービス事業者等が行う地域貢献活動の促進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

137 1

福祉総務課
障がい福祉課
高齢者支援課
保育・幼稚園課
子育て推進課
（Ｐ.96）

福祉サービス事業者等による、専門的な知識・技能を活かした地域貢献活動を促進するため、地区別懇談
会等で把握した地域ニーズに関する情報提供を行います。

〇

138 2
町田市社会福祉協議会
（Ｐ.96）

多様化する地域課題に対応するため、社会福祉法人で構成する地域公益活動推進協議会を設置し、地域
貢献活動を促進します。

〇

④苦情相談窓口の運営

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

139 1 福祉総務課（Ｐ.96）

【再掲Ⅲ-2-(6)-①】判断能力が不十分な人等を支援するため、制度に関する相談対応や福祉サービスの
利用援助、日常的な金銭管理等を実施します。また、福祉サービスに関する苦情や相談等について専門的
見地から対応する委員会を運営します。更に、地域において福祉サービスを安心して選択できるよう、市
民に資料等を配布・周知し啓発を図るとともに、市内事業所を対象に研修を実施し、福祉サービスの質の
向上に寄与します。

〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策３　支援の質を確保する

⑤分野横断的な福祉サービス等の展開

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

140 1 高齢者支援課（Ｐ.96）

在宅療養の充実や、医療・介護連携における課題の解決を図るため、医療と介護の専門職団体が参画す
る「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進協議会」を開催します。本協議会では、市民の在宅
療養に関する理解の促進等を目的とした研修会の実施や、専門職同士が情報共有を円滑に行い、連携を
強化するための仕組みづくり等を行います。

〇

141 2 農業振興課（Ｐ.96）
農福連携に取り組むことで、障がい者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すとともに、担い手不足や
高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保、及び農地の保全につなげます。

〇

142 3 地区街づくり課（Ｐ.96）

【再掲Ⅰ-2-(2)-①】多様化する地域の課題解決を図るため、「町田市住みよい街づくり条例」に基づき、
地域資源を活かした市民主体の街づくり活動（街を良くする活動）を支援します。あわせて、街づくり活動
等からつくる地区のまちの将来像「まちビジョン」により、地区の住民や活動団体等をつなぎ、新たな街づ
くり活動の創出へつなげていきます。

〇

143 4 環境政策課（Ｐ.97）

市域で一体的なフードドライブの取組を推進するため、市や民間団体がつなぎ役となり、食品が余ってい
るところ（供給側）と生活困窮者をはじめとした、食品を必要としているところ（需要側）を結びつけるた
めの仕組みを拡充します。また、廃棄される食品をできる限り有効活用することで、食品ロスの削減を図
ります。

〇

（２）福祉専門人材の育成・確保

①福祉人材の開発

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

144 1 職員課（Ｐ.97）
市役所福祉部門（生活援護課・障がい福祉課・高齢者福祉課・子ども家庭支援センター）に配置している専
任職について、各所属における専任職の業務や効果等を把握・検証し、今後の専任職としての事業のあり
方を検討します。

〇

145 2 障がい福祉課（Ｐ.97）
障がい者支援人材の確保や質の高い支援を行うため、市や事業所、関係機関を交え、方策や事業内容の
検討を行います。

〇

146 3 いきいき総務課（Ｐ.97）
団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年に向けて介護人材不足は更に深刻化すると見込まれていま
す。そのため、介護人材バンク機能強化による多様な担い手の確保や、中核となる専門人材の育成・定着
に取り組みます。

〇

147 4 子育て推進課（Ｐ.98）
保育士等の人材不足を解消するため、保育士養成校で、市内の保育所等で働くことに魅力を感じてもら
えるような就職相談会を実施します。また、より人材確保につながる取組を検討していきます。

〇

148 5
町田市社会福祉協議会
（Ｐ.98）

福祉人材確保のため、誰でも参加できる「福祉のしごと相談・面接会」を、関係機関と連携し実施します。 〇

②福祉サービス事業者向けの研修の充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

149 1
いきいき総務課
介護保険課
（Ｐ.98）

介護職のスキルアップのために実施するテーマ別・職層別の研修等により、介護人材の育成・定着に取り
組みます。研修等の実施にあたっては、参加者の利便性を考慮し、ICTの活用を推進します。

〇

150 2
保育・幼稚園課
子育て推進課
（Ｐ.98）

市内の認可保育園等を対象とした研修を実施し、職員の能力向上、及び保育の質の向上を図ります。 〇
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基本目標Ⅲ　必要な人に必要な支援が届く仕組みを作る
基本施策３　支援の質を確保する

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

151 3
子ども家庭支援課
（Ｐ.98）

育児支援ヘルパー事業、及びひとり親家庭ホームヘルプサービスを実施している事業所に対し、基本的な
知識を講習により周知し、サービスの向上を図ります。

〇

152 4
町田市社会福祉協議会
（Ｐ.98）

市内の高齢、障がい、保育等の福祉施設職員を対象に、接遇・マナーやメンタルケア、リスクマネジメント
等に関するスキルアップのための研修会を開催します。また、規模の大きい法人だけでなく、比較的小規
模の事業所や施設職員が、身近なところで学習の機会を作ることで、福祉人材の確保、育成、定着に取り
組みます。

〇

②地域における包括的支援体制の充実

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

153 1 福祉総務課（Ｐ.99）
福祉関係部署において、各分野の連動した支援や施策等への反映を行うことができるよう、分野共通の
課題や分野を跨ぐ相談事例等の情報共有を行います。

〇

154 2 福祉総務課（Ｐ.99）

相談を受けた機関が、関係する機関に早期に情報共有を図ることができるよう、電子的な仕組みの導入
を検討します。また、支援プラン案の作成にあたっては、過去の相談支援の実績を蓄積し、それに基づい
た支援プランの作成を電子的に行うことができるよう、相談窓口におけるICTを活用した仕組みの導入
を検討します。

〇

②地域における相談支援機関の連携・協働の推進

通番
取組施策

№
担当課 / 掲載P 取組の方向性

2024年度
進捗評価

155 1 福祉総務課（Ｐ.99）
市民からの相談を包括的に受け止め、分野横断的な支援を円滑に行うことができるよう、地域における
相談支援機関がエリア単位で参加する連絡会を開催します。連絡会では、必要に応じて地域活動団体等
の協力を得ながら、分野を跨ぐ相談事例等の情報共有や、顔の見える関係づくりを行います。

〇

156 2
町田市社会福祉協議会
（Ｐ.99）

【再掲Ⅲ-3-(1)-③】多様化する地域課題に対応するため、社会福祉法人で構成する地域公益活動推進協
議会を設置し、地域貢献活動を促進します。

〇
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